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振　　込　　規　　定
　
1 ．（適用ൣғ）
　振込依頼書または当金庫の振込機による当金庫または他の金融機関のࠃ内ຊࢧ店にある受取
人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
２ ．（ৼࠐのґཔ）
（1）振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
ᶃ　振込の依頼は૭口営ؒ࣌ۀ内に受付けます。
ᶄ　振込依頼書は、当金庫所定の振込依頼書を用し、振込先の金融機関・店ฮ໊、預金छ
・口座൪号、受取人໊、振込金ֹ Ŋ依頼人໊、依頼人のॅ所・ి൪号その他の所定の
事項をਖ਼֬にه入してください。なお、預金छ・口座൪号が不໌な場合には、૭口に相
ஊしてください。

ᶅ　当金庫は振込依頼書にه載された事項を依頼内容とします。
（2）振込機による振込の依頼は、次により取扱います。
ᶃ　振込機は当金庫所定のؒ࣌内に利用することができます。
ᶄ　1回および1日あたりの振込金ֹは、当金庫所定の金ֹのൣғ内とします。
ᶅ　振込機のը໘表示等のૢ࡞手ॱにैって、振込先の金融機関・店ฮ໊、預金छ・口座
൪号、受取人໊、振込金ֹその他の所定の事項をਖ਼֬に入ྗしてください。振込資金を提
携先に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合には、依頼人のి൪号も
ਖ਼֬に入ྗしてください。

ᶆ　当金庫は振込機に入ྗされた事項を依頼内容とします。
（3）前 ù項に定める依頼内容について、振込依頼書のه載の不උまたは振込機へのޡ入ྗがあっ
たとしても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

（4）振込の依頼にあたっては、振込資金および振込手数料その他この取引に関࿈してඞ要とな
る手数料（以Լʮ振込資金等ʯといいます。）をࢧ払ってください。

３ ．（ৼܖࠐのཱ）
（1）振込依頼書による場合には、振込ܖは、当金庫が振込の依頼をঝし振込資金等を受ྖ
したときにཱするものとします。

（2）振込機による場合には、振込ܖは、当金庫がコンピュータ・システムにより振込の依頼
内容を֬認し、振込資金等の受ྖを֬認した࣌にཱするものとします。

（3）前 ù 項により振込ܖがཱしたときは、当金庫は、依頼内容をه載した振込金受取書、
振込受付書、振込資金ྖऩ書、͝利用໌ࡉථまたは振込通ா等（以Լʮ受取書等ʯといいま
す。）をަ付しますので、依頼内容を֬認してください。この受取書等は、ܖのཱをূ
໌する書ྨとなりますので、େにอしてください。

４ ．（ৼࠐ௨のൃ৴）
　振込ܖがཱしたときは、当金庫は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次
により振込通をൃ信します。
（1）ి信扱いの場合には、依頼日当日に振込通をൃ信します。ただし、૭口営ؒ࣌ۀऴྃؒ
際、振込事のൟ日等やむをえない事由がある場合には、依頼日のཌ営ۀ日に振込通を
ൃ信することがあります。

（2）จ書扱いの場合には、依頼日以߱ ú営ۀ日以内に振込通をൃ信します。
（3）૭口営ؒ࣌ۀऴྃޙおよび当金庫ۀٳ日に振込機による振込の依頼を受付けた場合には、
前̎項の規定にかかわらず、ి信扱いのときは依頼日の当日に振込通をൃ信します。ただ
し、振込先の金融機関の状況等により、依頼日のཌ営ۀ日に振込通をൃ信することもあり
ます。また、จ書扱いのときは、依頼日のཌ営ۀ日以߱̏営ۀ日に振込通をൃ信します。

ü ．（ূ݊ྨによるৼࠐ）
（1）当金庫以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、খ手
その他のূ݊ྨ（以Լʮূ݊ྨʯといいます。）による振込資金等の受入れはしません。

（2）当金庫のຊࢧ店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合に、当金庫が振込資
金等とするためにূ݊ྨの受入れを認めたときは、そのࢫを表示した受取書等をަ付すると
ともに、ূ݊ྨ受入れのࢫを表示した振込通をそのܾ֬ࡁ認前にൃ信します。なお、ূ݊
ྨのܾࡁを֬認したޙに振込通をൃ信することもあります。

（3）前項により受入れたূ݊ྨが不渡りとなった場合には、ͪにそのࢫを通するとともに、
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認前に振込通をൃ信しているときは、それを取ফします。この場合には、あらかじ֬ࡁܾ
め書໘による依頼を受けたものにか͗り、そのূ݊ྨについて権利อ全の手ଓをします。

（4）不渡りとなったূ݊ྨは、取扱店で返却しますので、当金庫所定の受ྖ書に໊هԡҹの͏
え、受取書等とともに提ग़してください。この場合、当金庫所定のຊ人֬認資料またはอূ
人をٻめることがあります。

（�）提ग़された受取書等を当金庫がަ付したものであると相当のҙをもって認めた͏え、そ
のূ݊ྨを返却したときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いませ
ん。

ý ．（औҾ༰のরձ等）
（1）受取人の預金口座に振込金の入金がߦわれていない場合には、すΈやかに取扱店にরձし
てください。この場合には、振込先の金融機関にরձするなͲのௐࠪをし、その݁Ռをใࠂ
します。

（2）当金庫がൃ信した振込通について振込先の金融機関からরձがあった場合には、依頼内
容についてরձすることがあります。この場合には、すΈやかに回してください。当金庫
からのরձに対して、相当のؒظ内に回がなかった場合または不適な回があった場合
には、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

（3）入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すΈやかに通しますので、
ୈ ÿ条に規定する組戻しの手ଓきに४じて、振込資金の受ྖ等の手ଓきをとってください。

þ ．（ґཔ༰の変更等）
（1）振込ܖのཱޙにその依頼内容を変更する場合には、取扱店の૭口において次のగਖ਼の
手ଓにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店ฮ໊および振込金ֹを変更する場合
には、ୈ ÿ条ୈ ø項に規定する組戻しの手ଓきにより取扱います。
ᶃ　గਖ਼の依頼にあたっては、当金庫所定の振込・送金గਖ਼依頼書に໊هԡҹの͏え、受取
書等とともに提ग़してください。この場合、当金庫所定のຊ人֬認資料またはอূ人をٻ
めることがあります。

ᶄ　当金庫は、振込・送金గਖ਼依頼書にैって、గਖ਼依頼ిจを振込先の　金融機関にൃ信
します。

（2）前項のగਖ਼の取扱いについては、ୈ ü条ୈ ü項の規定を४用します。
（3）ୈ ø項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通を受信しているときは、గਖ਼
ができないことがあります。この場合には、受取人とのؒでٞڠしてください。

ÿ ．（͠）
（1）振込ܖのཱޙにその依頼を取りやめる場合には、取扱店の૭口において次の組戻しの
手ଓにより取扱います。
ᶃ　組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の振込・送金組戻依頼書に໊هԡҹの͏え、受
取書等とともに提ग़してください。この場合、当金庫所定のຊ人֬認資料またはอূ人を
。めることがありますٻ

ᶄ　当金庫は、振込・送金組戻依頼書にैって、組戻依頼ిจを振込先の金融機関にൃ信し
ます。

ᶅ　組戻しされた振込資金は、振込・送金組戻依頼書にࢦ定された方法により返却します。
ԡҹの͏え、受取書等ととも໊ه書にٻ金で返却を受けるときは、当金庫所定の払戻ݱ
に提ग़してください。この場合、当金庫所定のຊ人֬認資料またはอূ人をٻめることが
あります。

（2）前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、ୈ ü条ୈ ü項の規
定を४用します。

（3）前 ø項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通を受信しているときは、組戻
しができないことがあります。この場合には、受取人とのؒでٞڠしてください。

Ā ．（௨ɾরձの࿈བྷઌ）
（1）この取引について依頼人に通・রձをする場合には、振込の依頼にあたってه載・入ྗ
されたॅ所・ి൪号または振込資金等を振替えた預金口座についてಧग़のあったॅ所・ి
൪号を࿈བྷ先とします。

（2）前項において、࿈བྷ先のه載の不උ・ޡ入ྗまたはిの不通等によって通・রձをす
ることができなくても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

2007537_預金規程集_本文.indd   107 2021/05/26   13:34

2021�݄1日ࡏݱ



─�110�─

10．（手数料）
（1）振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
（2）組戻しの受付にあたっては、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の
振込手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却しま
す。

（3）組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭
表示の振込手数料をいただきます。

（4）この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
11．（災害等による免責）
　次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害
については、当金庫は責任を負いません。
（1）災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったと
き。

（2）当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、
端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。

（3）当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
1２．（譲渡、質入れの禁止）
　受取書等およびこの取引に基づく依頼人の権利は、譲渡・質入れすることはできません。

1３．（預金規定等の適用）
（1）振込資金等を預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについて
は、関係する預金規定および城南キャッシュカード規定等により取扱います。

（2）振込資金等を提携先に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預
金の払戻しについては、提携先の定めにより取扱います。

1４．（規定の変更等）
（1）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、店頭表示、ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容
および変更日を公表することにより、変更できるものとします。

（2）規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　　上
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